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研究成果の概要（和文）：仏教や儒教が文化的背景をなす東アジア諸地域（主に中国・香港・台湾・韓国および日本）
の教員養成に関する政策と実践を調査し、教師になる者の「立居振舞」が要請されるメカニズムの解明を試みた。具体
的な方法としては、政策文書の分析・教員養成カリキュラムコンテンツの分析・教育実習の参与観察の三つを用いた。
結果として判明したのは、日本においては地方政府に権限が集中する布置関係にあることが教員養成教育における「教
師としての立居振舞」の要請を形作っている主要因であるという事実であった。

研究成果の概要（英文）：This research has an aim to clarify a cultural context to require ‘suitable 
attitudes’ as prospective teachers among East Asian areas (i.e. Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Korea 
and Japan) with Buddhism and Confucianism as their backgrounds. Major research methods are (1) analysis 
of policy documents, (2) analysis of curricula contents of pre-service teacher education and (3) 
action-researches on teaching practice (practicum). Key finding of this research about Japanese teacher 
education is a fact that there is a unique power-balance among teacher education sectors in Japan and the 
unique style of requirement of ‘suitable attitudes’ as prospective teachers in Japan mainly comes from 
a pressure from Local Board of Education as most powerful sector.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
1990 年代以降の近年の日本の教育改革に

おいては、教師の「実践的指導力」が求めら
れ、諸外国にモデルをとって「専門性」「専
門職性」を確立させていく方向性が解決策の
一つとされつつあった。しかしながら同時に、
「専門職性」の要素とは異なる「人間性」「使
命感」を求める声も強い。これは、西洋にお
けるキリスト教を背景とした「専門職」
（profession）とは異なる、東アジア独特の
仏教・儒教を背景とした「師」としての教師
像が日本（および東アジア諸地域）に根付い
ていることに依るものと見られる部分が
多々あり、この点についての研究的な解明が
必要とされていた。 

 
２．研究の目的 
 本研究では、日本を軸としながら、仏教・
儒教文化の影響を強く受ける東アジア諸地
域（中国・香港・台湾・韓国およびタイ等）
を主な調査フィールドとし、それら地域にお
ける (1)政策動向に現れた教師像、および(2)
教員養成カリキュラムにおける「教師論」的
コンテンツの内容とその実際、の二点に的を
絞り、資料収集（および翻訳）を行うととも
に、これを日本と比較検討することを通して、
教師像と教師教育政策に関わる諸論点を整
理して発信することにより、今後の政策面お
よび研究面での前提的な課題の検討に資す
ることを企図する。 
 
３．研究の方法 
(1)上述の研究目的に合わせて、本研究ではま
ず、主に「東アジア」諸地域（上述）におい
て、以下の二点に即して調査研究を行ってき
ている。 

① 教員養成の政策論議に現れた教師像を
行政文書等の分析によって整理する 

 →web 等を通じた資料収集、訪問調査、イ
ンタビュー等 
② 教員養成現場における「東アジア」的
教師像のありよう（儒教や仏教が背景にあ
るところの、「師」としての人格的諸要素
を色濃く帯びる）と教員養成教育の実践と
の関係を検討する。 
→教員養成教育の教材分析（テキスト等）
および、実際に行われている教育実習の参
与観察等 
 

(2) その上で、日本における上記①②に相当
する資料収集等を行い、比較検討した上で論
点整理を行う。これらについては、国内外の
関連学会等で随時発表し、その整理の妥当性
を問うた上で、適宜学会誌等のメディアに発
表する。さらに、重要と思われる収集資料を
中心として資料集を発行する。 
 
４．研究成果 
(1) 東アジア諸地域と日本において、教員養
成の政策動向と教師像の関係に関する収集

資料を基に検討を行い、それぞれの「布置関
係」（教員養成・採用・研修に関わる各セク
ターの力関係）が概ね以下のように整理され
ることがわかった。 
 ①日本の特徴は、「開放制」原則下で教師
養成教育を提供する機関の数が多く、しか
もその多数の養成機関のどこを卒業して
も、卒業と入職に必要な資格（教員免許状）
が得られるという点にある。全国統一の資
格試験は行われておらず、それゆえ教員需
給関係は、供給過剰を基調としてきている。 

  こうした中で、実際に「あるべき教師像」
を打ち出す上でのイニシアチブは、各都道
府県・政令指定市の教育委員会の行う採用
試験のところに求めることができよう。こ
の都道府県・政令指定市の教育委員会は、
教員採用・人事配置・評価・研修等に渡る
広範な裁量権を持ち、またそれに対しての
中央政府のコントロールは（他の地域に比
べて）弱い。 

 ②中国（メインランド）の教師資格制度は、
師範教育類（≒日本の大学における教員養
成課程に相当。所定の単位を修得して卒業
することと教師資格の取得が基本的にイ
コールである）の卒業者と、それ以外の教
育機関を修了した者とを区分する二本立
てを基調としてきた。具体的には、前者に
ついては、卒業を以て所定の学校種の教員
資格が認定されるのに対し、後者について
は、各省・直轄市政府の行う教員資格認定
試験を経て教員資格が認定されるという
システムである。しかしながら、近年この
二本立てのルートを一本化する試行が始
まり、2011 年には 6 の省市で統一の教員
資格認定試験（師範教育類卒業者も、それ
以外の者も一緒に受ける）が行われた。そ
の意味で中央政府によるイニシアチブが
強いとみられるが、現時点では錯綜してい
る部分も多い。 

  また、採用は基本的に学校単位である
（一部は地方政府で一括募集）。そのため、
有資格者のうち誰をどのような基準で採
用するかは学校の裁量に任せられている。 

 ③台湾においては、教師養成教育を提供す
る機関が多様であるという点では、日本に
おける「開放制」に近い実態をもっている。
教員養成を主目的とした「師範大学」「教
育大学」のほか、一般大学で教育学部・学
科を設置したり、あるいは師資培育中心
（教員養成センター）を設置したりするケ
ースも多い。ただ、これらの所定の単位を
履修して大学を卒業した後に、政府（教育
部）の行う「教員資格検定試験」をパスし
て教員資格の取得となる（この試験の合格
率は 6 割程度）。 

  採用に関しては地方自治体（県・市）の
行う選考試験をパスすることが要件とな
るが、少子化傾向にあって教師の新規採用
数が極端に少なく、合格率は 2%程度（競
争率は 40～50 倍程度）を推移している。



以上の状況を鑑みるに、この地域において
は、実質的に教師像を規定する（教師志望
者を絞り込む）上で重要な機能を果たして
いるのは上述の「教員資格検定試験」と、
それを見据えた各大学の教師養成教育カ
リキュラムであるとみることができよう。 
④香港特別行政区の特徴は、教師教育を提
供する機関（教育局によって教員資格付与
のための課程として認定された機関）の数
の少なさにある。小学校教師については香
港教育学院がほぼ独占的な供給源（シェア
80%以上）となっており、中等学校教師に
ついても、同学院のほか、香港大学、香港
中文大学、香港バプティスト大学を加えた
計 4校のみが教師教育を提供しているに過
ぎない。これら 4 校は、教育内容やカリキ
ュラム等の協議の場を定期的に設けてい
るが、それぞれのカリキュラムは独自の色
合いが濃い。また、学士課程による教師養
成教育以外に、イングランド等に見られる
ような学卒後課程が（ Post-graduate 
Diploma of Education ＝ PGDE もしく
はPost-graduate Certificate of Education 
＝ PGCE）各種設けられており、養成ルー
トの複線化が見られる。こうした事情もあ
って、教師教育のそれぞれの提供機関の主
体性が、実質的な教師像を規定する度合い
が大きい。 

  なお、中国（メインランド）や台湾で行
われているような、政府による教員資格認
定試験は行われていない。また、教師の採
用は基本的に学校単位で行われている。そ
れゆえ政府の関与は弱く、主に各養成機関
がイニシアチブをとっているとみること
ができる。 
⑤韓国の教師教育は、初等学校のそれと中
等学校のそれとで大きく異なる。教員養成
機関として認定を受けた大学の所定の教
育コースを修了した学生は卒業と同時に
「正教師 2 級」免許（最初の入職要件）が
与えられる。この有資格者が、韓国教育課
程評価院（KICE）の行う教員任用考査を
パスすることで採用される、という基本的
なシステムは初等・中等共通であるが、実
際に教師教育を提供する機関の数が大き
く異なるために、布置関係も異なってくる。 

  初等学校（小学校）の教師養成は国立の
教育大学校 11 校がほぼ独占的に担ってお
り、この 11 大学はカリキュラムや運営体
制などの面で共通性（凝集性）が強い。ま
た教員需要と免許状の供給数もほぼ見合
っている。対して中等学校（中学校・高等
学校）の教師養成教育を提供する機関は、
国公私立大学に置かれた「師範大学」
（school of education）のほか、一般大学
の教職課程等も数多く、日本の「開放制」
の実態に近い。そのため中等学校の教員任
用考査の競争率は高く、これが実際の「絞
り込み」の機能を果たしているとみること
ができる。 

 
(2) 以上のような東アジア諸地域の教師教育
政策と実践に関わる「布置関係」を踏まえ、
実際に教員養成教育のカリキュラム・コンテ
ンツにおける「教師像」関連の内容について、
主に中国（メインランド）および香港特別行
政区、さらに日本における支障収集を行い、
概ね以下のような知見を得た。 
 ①中国（メインランド）では 1993 年制定
（1994 年施行）の「中華人民共和国教師
法」に基づき、教師教育と資格のありかた
は定められているが、その第八条に教師の
なすべきこととして六項目が挙げられ、そ
の第一は「憲法・法律や職業道徳を守り、
人の師表となる」（遵守宪法、法律和职业
道德、为人师表）となっている。このよう
に、教師に関する施策が出される際のトッ
プに「教師のあり方」に関する事項が（人
格的な要素も含めて）示されることが通例
となっており、それはたとえば 2010-20 年
の「国家中長期教育改革と発展計画綱要」
（国家中长期教育改革和发展规划纲要） 
においても、教師の職業道徳を高めその
「責任感と使命感」を増強することが謳わ
れている。それゆえ、「教師像」関連科目
を特設するという動きよりは教師教育全
体の基本理念として教師のあり方が重視
される傾向につながっており、実際には
「教育原理」 等の教職関連科目、あるい
は一般教養（通識教育）の「思想」等の科
目の内容の一部に、教師としてのあり方に
つて述べた部分がみられる。 

  しかしながら、この地域においては、高
等教育レベル（特に学士課程段階）での教
師教育の歴史が浅いこともあって、大学に
おける教師教育カリキュラムの体系化は
遅れており、またいわゆる教職専門科目の
比重も低いことが特色である。2011 年 11
月に国家教育部は「教师教育课程标准（试
行）」（教師教育のカリキュラム・スタンダ
ード）を公示し、各大学ではこれを踏まえ
たカリキュラムの再検討が行われつつあ
るところである。 
②香港特別行政区においては、それぞれの
養成機関によるカリキュラムの裁量幅が
相当に広いことに加え、旧来の大学（香港
大学、香港中文大学、香港バプティスト大
学）における通識教育（リベラル・アーツ）
と専門教育の二本立てのカリキュラムと、
旧来の教員養成機関（香港教育学院）にお
けるカリキュラムとは構成原理が基本的
に異なっている。そうした中で、共通に課
せられる「教育実習」において、入職に際
しての心構え、教師としての職業意識等に
ついての内容が扱われるのが通例となっ
ている。 
③日本では、1998 年の教育職員免許法改
正によって、幼稚園・小学校・中学校・高
等学校の教員免許状取得に必要な「教職に
関する科目」の一つとして「教職の意義等」



に関する科目（2 単位）が必修として課さ
れ、これ以後この科目に関するテキスト類
が大量に出版されつつある。この科目に含
むべき内容として「教職の意義及び教員の
役割、教員の職務内容（研修、服務及び身
分保障等を含む）、進路選択に資する各種
の機会の提供等」が指定されている。 

  また、これ以前より、教育実習指導の現
場において、「教師としてのあり方」に関
することがらが重視されている。 

 
(3) (2)によって明らかになったように、教員
養成カリキュラムにおける「教育実習」的コ
ンテンツにおいて「教師としてのあり方」が
具体的に問われる状況にあることを踏まえ、
日本のほか、中国メインランド（首都師範大
学、東北師範大学）、香港特別行政区（香港
教育学院、香港中文大学）、台湾（国立台湾
師範大学、国立台中教育大学）、韓国（ソウ
ル教育大学校）、およびタイ（チュラロンコ
ン大学、コンケン大学）、シンガポール（国
立教育学院）において教育実習の参与観察、
および実習生インタビュー、指導教員インタ
ビュー等を行った。中国・香港・タイ・シン
ガポールについて概要を示すと以下のよう
になる。 

 
(4) 以上の調査研究から明らかになったこと
としては、日本においては「開放制」の独特
の展開ゆえに、地方政府（教育委員会）に多
くの権限が集中する布置関係があり、そうし
た布置関係が、実習を始めとする教員養成教
育の現場において「教師としてのあり方」を
求める際に影響しているということである。
それゆえ、実習において「身だしなみ」「立
居振舞」等が、実習内容に先立って日本の教
員養成現場では求められる傾向にあるのは、
人格性を重視する「東アジア的教師像」に由
来するものとして捉えるよりは、むしろ日本
的な布置関係の中で生まれたものとして捉
えられるべきものであることがわかった。 
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